
基本的な考え方・方針

　ユニ・チャームは、「ユニ・チャームグループ人権方針」およ
び「ユニ・チャームグループ行動憲章」に則り、一切の児童労
働・強制労働を排し、過重労働の削減に取り組んでいます。
　災害および事故を未然に防止することを目的に、職場の安
全・衛生管理についての基本事項を定め、いかなる時も社員
の安全確保と健康の維持・増進を最優先する職場環境を整
備します。
　労働安全衛生に関する方針はすべての社員が理解できるよ
うに、各言語に翻訳しています。

職場の安全・衛生管理の徹底  

　当社は安全衛生管理者が中心となって全員で職場環境を
整備することで、いかなる時も社員の安全確保を最優先し、安
全・衛生管理を徹底することで、ゼロ災害を目指します。
　また、管理者は常に部下の心身の健康状態を確認し、異常
を発見したら速やかに対応します。

マネジメント体制

　社員の安全を確保し、健康の維持・増進を図るとともに、災
害や事故を未然に防止することを目的に、労働安全衛生法等
に基づき、「安全衛生管理規程*」を定めています。
　社長執行役員から任命された全社安全衛生推進責任者
（執行役員）は、全社安全衛生管理体制を構築・運営すべく、
各事業所の責任者である事業所別統括安全衛生管理者を統
括しています。各拠点では、安全管理者や衛生管理者、防火
管理者を任命し、安全衛生委員会を設置することで管理体制
を構築しています。
　安全衛生委員会は、会社側および労働組合側からそれぞれ
選出した委員ならびに産業医で構成され、職場環境の改善・
整備や労働災害の防止活動、車両事故撲滅運動、社員の健
康増進策などについて毎月協議を行っています。また、委員に
よる職場の巡視点検を2ヵ月に1回の頻度で実施しています。
　重要な取り組みについては安全衛生委員会事務局から全
社安全衛生推進責任者に報告し、承認を受けています。全社
安全衛生推進責任者の承認を受けた安全に関する取り組み
は、各部門の活動として実行されます。各活動の進捗は、安全
衛生委員会に定期報告され、効果測定に基づいて改善策が
意思決定され、さらなる活動へつなげるなどPDCAサイクルを
実践しています。

* 社員、契約社員、パートタイマーや、関連子会社、外部機関からの出向者にも適用。
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  ユニ・チャーム安全衛生管理体制
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生産拠点における労働安全衛生  

　生産拠点では、労働安全衛生に関する活動を継続的に 

維持・向上していくために、労働安全衛生に関するOSHMS

（Occupational Safety and Health Management System／ 

労働安全衛生マネジメントシステム）を導入しています。PDCA

サイクルに沿って継続的な安全衛生管理を自主的に進めること
により、労働災害の防止と労働者の健康増進、快適な職場環
境の形成など、安全衛生水準の向上を図っています。OSHMS

では、役員、社員、派遣社員、パートおよび当社の構内で業務
を行う協力会社（請負会社・委託会社など）の従業員も含めた
全員の健康増進と安全確保を目的に掲げています。OSHMS

を運用することで、生産拠点で働く全社員が明確な役割と責任
の下、目標を設定して安全衛生活動を推進するとともに、統括
安全衛生管理者（工場長など）による定期的な現場確認を通じ
て、職場に潜む労働災害や疾病の潜在リスクを洗い出し、活動
の見直しを図っています。

ISO45001  

労働安全衛生マネジメントシステムの取得状況  

　当社では、国内外の事業所において、労働安全衛生マネジ
メントシステムの国際規格ISO45001の認証を取得していま
す。なお、ISO45001の認証を取得している生産拠点の割合
は28.1%（日本23.1%、海外31.6%）です。

労働安全に関するリスク評価  

　当社は、さまざまな国・地域で事業を展開しているため、各
地で勤務する社員の人命に関わるリスクに特化した情報を発
信する「危機管理情報サイト」をイントラネットで運用してい
ます。具体的には自然災害、パンデミック、労働災害、設備の
大規模事故、誘拐、施設への侵入破壊行為、テロ、暴動・クー
デター・内戦などを対象とし、行動指針・行動基準を明確にし
ています。また、リスクについては外務省や海外安全危機管理
のリスクマネジメント会社などから発信される情報を日次更新
し、情報提供や注意喚起、出張制限、重大なけが・発病に備え
た措置などの安全対策を講じるなど、教育と浸透、労働環境モ
ニタリングによるリスク評価を実施しています。
　2020年度には、COVID-19におけるリスク評価から、社員
一人ひとりが適切な対応をとれるように、「新型コロナウイル
ス感染症への対応ガイドライン」を策定し、感染症予防対策
や国内外の出張規制等の対応を実施しました。生産拠点にお
いては第三者機関が行う安全診断によりリスク評価などを実
施しました。
　既存事業に加え、新規事業・プロジェクトの推進にあたって
も、必要に応じて、現地法令、周辺環境、インフラ、設備などの
リスク評価、モニタリングを実施しています。さらなる災害防
止に向けて、リスクアセスメントを進め、リスク除去・削減に向
けた作業方法の見直しや設備改修、社員への教育訓練の徹
底などを計画的に進めていきます。

P.133  危機管理情報サイト

指標と目標

  労働安全衛生に関する指標と目標
業界平均 
（製造業 
2023年度）

2022 
年度 
実績

2023 
年度 
実績

2024 
年度 
実績

2025 
年度 
目標

範囲

労働安全衛生法違
反件数（件） – 0 0 0 0

ユニ・
チャーム
籍社員

死亡災害（名） – 0 0 0 0

労働能力 
喪失災害*1（名） – 0 0 0 0

労働災害度数率*2 1.29 0.22 0.22 0.00 業界 
平均 
以下労働災害強度率*3 0.08 0.00 0.02 0.00

*1 労働能力喪失災害：永久全労働不能および永久一部労働不能
*2 労働災害度数率=労働災害発生件数／のべ労働時間数×100万時間
*3 労働災害強度率=労働損失日数／のべ労働時間×1,000時間

取り組み・実績

労働安全衛生に関する目標と実績  

　毎年、労働災害ゼロを目標としています。工場長など事業
所トップによる現場巡回などにより労働安全衛生の継続的な
改善を進めており、2024年度の死亡災害・労働能力喪失災
害はゼロ、労働災害度数率・労働災害強度率はともに業界平
均値を下回りました。
　今後も、健康と安全を最重要課題のひとつに掲げ、安全で
快適な職場環境づくりに向けて、設備の安全審査による安全
対策の強化などの作業環境の整備や安全基本行動を徹底し
ます。また、リスクアセスメントに基づいた予防措置や安全危
機管理の専門会社による外部評価など、適時・適切な安全対
策を推進していきます。

Unicharm Group  
Sustainability Report 2025 96イントロダクション 環境サステナビリティ 

マネジメント ガバナンスESG目標 データ 外部評価社会



労働災害撲滅に向けた取り組み  

　当社では毎年4月17日を「ユニ・チャームグループ労働安全
の日」と定めて労働災害の撲滅を誓い、全社一斉の取り組み
を行っています。日本と海外のすべての生産拠点が参加して
「全社安全大会」を開催し、「ゼロ災害・ゼロ火災」を達成すべ
く労働災害の撲滅を誓います。「安全は資産である」「安全はす
べてにおいて優先する」という理念を基に、経営幹部が「安全で
快適な職場」をつくるために率先して行動することを宣言してい
ます。

   【マレーシア】毎朝、体操後に安全に関する 

ブリーフィングを実施
　マレーシアの現地法人では、毎朝、始業前に行われる体操の
後に、事業所および工場の管理職による安全に関するブリー
フィングを行っています。このブリーフィングは、注意喚起の役
割を果たすとともに、事故が起こらないよう社員全員の安全に
対する意識を高めています。

   【日本】アルコールチェック
　日本国内の営業部門では、すべての支店・営業所を対象に
営業車運転前のアルコールチェックを義務づけ、飲酒運転、 
酒気帯び運転の防止を徹底しています。導入しているアルコー
ルチェック管理支援システムは、直行直帰の時でも、パソコン
やスマートフォンで実施状況を把握できる仕組みとなってい 

ます。

安全衛生に関する教育・訓練  

   生産拠点
　生産拠点では、配属前や作業内容変更時に、安全衛生に関
する教育を実施しています。法令で定められたリーダーの教育、
特別教育については外部機関を活用し、安全衛生のための教
育や訓練を実施しています。また、職種や職場に応じて、配属
時や作業内容変更時に機械設備や原材料、安全装置、有害物
質抑制装置などの取り扱いに関する教育を実施しています。

  労働安全衛生に関する教育 ・訓練
対象 内容 2024年度受講者（名） 範囲

新任の 
リーダー

法令で定められた 
職長教育などの 
安全衛生教育

10

ユニ・チャーム 
プロダクツ 
株式会社

作業変更時 
など

安全衛生に関する 
教育や訓練 55

配属前の新
入社員

安全衛生を含む 
一般教育 20

   生産拠点以外
　生産拠点だけでなく、事務所においても職場の点検や、避
難経路・消防設備・AED設置場所等の確認を通じて、労働災
害撲滅に取り組んでいます。

児童労働・強制労働の禁止  

　当社は、「ユニ・チャームグループ人権方針」および「ユニ・
チャームグループ行動憲章」において、児童労働および強制労
働を一切容認しない姿勢を明確にしています。
　当社の工場においては、SedexのSAQを活用した定期的な
モニタリングを実施しており、2024年度は40拠点中40拠点
（日本17拠点、海外23拠点）がSAQに回答し、児童労働・強
制労働がないことを確認しました。

P.79  ユニ・チャームグループの工場の人権リスク評価

労使での対話   2-30

　当社は、労使間の相互信頼を重視し、会社と労働組合の協
議を毎月1回定期的に行っています。また、協議テーマによっ
ては定期会議とは別の機会を設けるなど十分な話し合いがな
されるようにしています。2024年度は、当社人事の基本方針
である3つの豊かさ（志の豊かさ、経済の豊かさ、心と体の豊
かさ）を追求し、高い志を持って努力し、成果を上げた人が適
切に処遇され、さらなる挑戦によって成長の加速を後押しする
ような人事制度へと進化させることを目的として、報酬制度・
評価制度・福利厚生制度の改定に向けた協議などを実施しま
した。今後も、よりよい職場を目指して労使対話を継続します。

P.84  「共振の経営」を支える人材育成のための人事制度改革

　ベトナムの現地法人Diana Unicharm Joint Stock Company（DUC）
は、2年連続で「Vietnam 100 Best Places to Work」に選定されました。
　「Vietnam 100 Best Places to Work」は、雇用者ブランディングと
幸せな職場環境に関する先駆的なコンサルタントであるAnphabe社
が主催する調査・表彰制度です。2024年度の調査は4月から9月にか
けて実施され、18の異なる職種に属する56,866名の経験豊富なビジ
ネスパーソンが712社を評価しました。
　DUCは、大企業・消費財カテゴリーで12位、「ベトナムで最も働きが
いのある会社トップ100」では29位にランクインしました。

【ベトナム】「Vietnam 100 Best Places to Work」に 
2年続けて選定

　タイの現地法人Uni.Charm (Thailand) Co.,Ltd.（UCT）は、タイの
人事コンサルタント会社WorkVenture社が毎年発表している 「働きた
い会社ランキングトップ50」 に4年連続でランクインしました。本ラン
キングは、就業経験がある22～35歳の男女約13,000人を対象とした
調査で、「働きたい会社」の上位50社をランキング形式で発表します。
UCTは、「共生社会を体現する企業文化」や「協力し合う雰囲気に満ち
た職場」などが評価され4年連続のランクインとなりました。

【タイ】4年連続で 
「働きたい会社ランキングトップ50」にランクイン
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